
○工学院大学ファカルティ・ディベロップメント規程 

(令和元年7月22日) 
 

(趣旨) 

第1条 この規程は、大学院設置基準 第14条の３および大学設置基準 第25条の 3に基づき、工学院大学（以下

「本学」という。）において、教職員および学生が授業の内容および方法の改善を図るための組織的な取り組みであるファカル

ティ・ディベロップメント活動（以下「ＦＤ活動」という。）について必要な事項を定めるものとする。 
 

(組織) 

第2条 本学のＦＤ活動は教育開発センターが主管する。 

2 本学のＦＤ活動を適切に実施するため、教育開発センターの下に教育改善 

ワーキンググループ（以下「ＷＧ」という。）を置く。 

3 ＷＧについて、構成、審議事項等、その運営に必要な事項は、別に定める細則による。 
 

(所管) 

第3条 この規程は、学習支援部学習支援課が所管する。 
 

(改廃手続) 

第4条 この規程の改廃は、学長が教育開発センターの意見を聴いて行う。 

附 則 

この規程は、令和元年9月1日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ファカルティ・ディベロップメント 

（ＦＤ）って？ 

教員が授業の内容や方法を改善・向上さ

せていくための組織的な取り組みのこと 

Faculty=大学の教員組織/教員集団 

Development=(能力)開発/発展 

工学院大学

の 

FD活動 
 

Plan 

Do 

Check 

Act 

シラバス（授業計画）作成 

到達目標の設定 

授業実施 

学生代表との意見交換  授業アンケート 

 

シラバス改善・授業改善 

 

 
 

 Q＆A 

ここに書いてあること以外にも、教員は研修に

参加したり、新技術を活用したり、様々な取り

組みを行って、より良い授業ができるように工

夫しているよ！ 

 

 



○工学院大学教育改善ワーキンググループ細則 

(令和元年7月22日) 

(趣旨) 

第1条 この細則は、工学院院大学ＦＤ規程 第2条の規定に基づき、教育改善ワーキンググループ(以下「ＷＧ」という。)に

ついて、構成、審議事項等、その運営に必要な事項を定めるものとする。 
 

(構成) 

第2条 ＷＧは、次のメンバーをもって構成する。 

(1) 教育開発センター主幹教員 

(2) 専任教員の中から学長が指名する者 若干名 

(3) 事務職員の中から学長が指名する者 若干名 

2 前項第に規定するＷＧの任期は、１年とする。ただし、再任を妨げない。 
 

(議長) 

第3条 ＷＧに、議長を置き、前条第1項第1号に規定する者をこれに充てる。 

2 議長は、ＷＧを代表し、ＷＧの業務を統括する。 
 

(招集、開催および定足数) 

第4条 ＷＧは、必要に応じて議長が招集し、その議長となる。 

2 ＷＧの定足数は、構成員の過半数とする。 
 

(審議事項) 

第5条 ＷＧは、次の事項を審議する。 

(1) ＦＤ活動の啓発に関する事項 

(2) ＦＤ活動の実施に関する事項 

(3) 学長の諮問する事項 

(4) その他ＦＤ活動全般に関する事項 
 

(審議結果) 

第6条 議長は、前条の審議結果を教育開発センター長に報告するものとする。 
 

(学生代表) 

第7条 必要な場合には、委員会の下に学生代表を置くことができる。 

2 学生代表は、ＷＧの指示により、ＦＤ活動に当たる。 

3 学生代表は、大学院研究科または学部に在籍する学生で、ＦＤ活動へ積極的に参加する者の中から、ＷＧが任命す

る。 

4 学生代表の任期は、１年とする。ただし、再任を妨げない。 
 

(事務の所管) 

第8条 ＷＧに関する事務は、学習支援部学習支援課が行う。 
 

(改廃手続) 

第9条 この規程の改廃は、学長が教育開発センターの意見を聴いて行う。 

附 則 

この規程は、令和元年9月1日から施行する。 
 

工学院大学の FD活動 

→「教育改善ワーキンググループ」 

というチームがまとめている 
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